
平
成
二
十
九
年
二
月
十
日
提
出

質

問

第

五

八

号

「
元
号
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

奥

野

総

一

郎
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「
元
号
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

天
皇
陛
下
の
「
ご
退
位
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
政
府
の
「
天
皇
の
公
務
の
負
担
軽
減
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
お
よ
び
国

会
に
お
い
て
、
粛
々
と
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
「
政
府
は
平
成
三
十
一
年
元
旦
に
ご

退
位
に
よ
る
新
元
号
を
定
め
る
方
針
」
と
の
報
道
も
流
れ
た
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
年
一
月
十
二
日
付
け
日
本
経
済
新
聞
朝
刊
は
「
政
府
は
天
皇
陛
下
の
退
位
に
備
え
、
新
た
な
形
で
の
元
号
制
定
を
模
索

す
る
。
二
〇
一
九
年
元
日
を
念
頭
に
、
退
位
の
日
時
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
、
新
元
号
を
使
っ
た
シ
ス
テ
ム
の
改
修
や
印
刷
業

者
の
準
備
な
ど
国
民
生
活
に
配
慮
す
る
方
針
だ
。
改
元
手
続
き
に
よ
る
混
乱
を
で
き
る
だ
け
避
け
る
た
め
、
早
け
れ
ば
一
八

年
前
半
に
も
新
元
号
を
公
表
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
」
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
報
道
内
容
は
事
実
か
。
ま
た
、
「
新
た
な
形

で
の
元
号
制
定
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
を
考
え
て
い
る
の
か
。

二

元
号
法
で
は
、
元
号
は
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
新
た
な
元
号
に
つ
い
て
も
、
そ
の
都
度
政
令
で
定
め
る
こ

と
に
な
る
の
か
。

三

元
号
お
よ
び
元
号
を
定
め
る
政
令
の
制
定
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
透
明
化
が
担
保
さ
れ
る
べ
き
と
の
意
見
も
あ
る
が
、

一



具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
決
め
ら
れ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

行
政
手
続
法
に
基
づ
く
「
意
見
公
募
手
続
」
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
で
は
、
そ
の
対
象
に
「
政
令
」
を
掲
げ
、
適
用

除
外
に
元
号
法
は
含
ま
れ
て
い
な
い
、
と
理
解
し
て
い
る
が
、
間
違
い
な
い
か
。

五

政
令
で
定
め
る
元
号
が
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
対
象
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
新
元
号
に
つ
い
て
も
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
に
か
け
る
の
か
。
政
府
の
方
針
を
示
さ
れ
た
い
。

六

前
述
の
通
り
、
現
行
法
で
は
、
元
号
に
つ
い
て
は
、
元
号
法
に
よ
り
「
政
令
で
定
め
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
は
今

回
の
「
天
皇
の
公
務
の
負
担
軽
減
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
等
の
論
議
に
よ
っ
て
は
、
元
号
法
を
改
正
す
る
こ
と
も
考
え

て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


